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 佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和元年９月６日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    

 佐賀県規則第15号 

   佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和43年佐賀県規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条の２関係） 別表第１（第２条の２関係） 

１～６ 略 １～６ 略 

７ がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したた

め生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病 

７ がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したた

め生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病 

 (1)～(10) 略  (1)～(10) 略 

  (11) オルト―トルイジンにさらされる業務に従事したため生じ

たぼうこうがん 

 (11)～(14) 略  (12)～(15) 略 

 (15) (1)から(14)までに掲げるもののほか、がん原性物質又はが

ん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明ら

かな疾病 

 (16) (1)から(15)までに掲げるもののほか、がん原性物質又はが

ん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明ら

かな疾病 

８～10 略 ８～10 略 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


